
市参民 第64子

養 れ

名 称 北白デII入神々

京若卜市大化財保装余ケllた行批只1の規定により

京若卜市養鎌無形民体夫化財として養録したことを証しま丸

今オロ8年 3月 31日
京若卜市教育奈買



登 録 年 月 日 令不口  8  年   3  月  3 1 日

再 交 付 年 月 日 年 月 日

注  1 この登録証書 を滅失 し、若 しくは破棄 し、又は亡失 し、若 しくは盗 まれた ときは、
再交付 を申請す ることができます。

2 保護 団体がその名称 を変更 した ときは、 この登録証書 と引換 えに再交付 します。
3 京都市登録無形民俗文化財の登録が取 り消 された ときは、この登録証書を返付 して

くだ さい。


